
同好会名 曜　日 時　間

浜木綿俳句会 第２・４火 13：00 ～ 17：00

水墨画同好会 第２・４水 10：00 ～ 12：00

鶴
かくしゅうりゅう

洲流福岡吟詠会 第１・３火 13：30 ～ 15：30

ADPC（あしやデジタル
写真クラブ）

第１・3 火 13：00 ～ 15：00

モダンフラワー
「ケイ・アート」 第２・４水 14：00 ～ 16：00

ミニ箏　千代の会 第１・３水 10：00 ～ 12：00

ボランティアめるへん 水 10：00 ～ 12：00

英語なんかこわくないぜ 第２・４木 19：00 ～ 21：00

絵手紙同好会 木 13：00 ～ 15：00

紙ふうせん（大正琴） 第１・３木 10：00 ～ 12：00

水茎短歌会 第１土 13：00 ～ 15：00

芦屋スケッチさんぽ
同好会

第２・４土   9：30 ～ 12：30

中央公民館（☎２２２‐１６８１）

同好会名 曜　日 時　間

あしやフォーク村 第 1 火 19：00 ～ 21：00

芦屋濤
なみかけ

懸はまゆう太鼓 土 16：00 ～ 18：00

山鹿公民館（☎２２３‐１８９２）

同好会名 曜　日 時　間

着付け同好会 第 1 ～ 3 木 10：00 ～ 12：00

町民会館※連絡は中央公民館へ

同好会名 曜　日 時　間

東公民館カラオケ
同好会 第 2・4 火 10：00 ～ 12：00

３Ｂ体操同好会 第 1 ～４水 10：00 ～ 12：00

フラダンス
モアニー芦屋（木曜会） 第１～３木 10：00 ～ 11：00

フラダンス
モアニー芦屋ワヒネ

（土曜会）
第１～３土 10：00 ～ 11：00

青葉の会（詩吟） 第２・４水 14：00 ～ 16：00

チェアヨガの会
（ヨガルーム Cocoro） 第２・４水 13：00 ～ 14：00

芦屋東公民館（ ☎２２２‐１９８１）

●�文化協会に入会しませんか
文化協会に加入すると、文化祭などへの参加をと
おしてさまざまな団体の人と交流することができ
ます。
▷問い合わせ　文化協会事務局
　☎２２２‐１６８１（中央公民館内）
●�同好会を作りたいという人の相談を受け付けて
います
▷問い合わせ　公民館・文化係
　☎２２２‐１６８１（中央公民館内）
※�同好会の承認には条件があります。

▽問い合わせ　社会教育係（☎２２３‐３５４６）

同好会の仲間を募集します
同好会の皆さんはいつでもあなたの参加を待っています。

気軽に声をかけてください。
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　　　　　　　　　※�参加・見学希望者は、各施設に連絡してください。



　

６月 23日火～ 29日月は男女共同参画週間です

皆さんは皆さんは共共
ともとも
家家
か じか じ
事事・・共共

ともとも
育育
そだそだ
てをてを

知っていますか？知っていますか？

▽問い合わせ　社会教育係（☎２２３‐３５４６）

　

性別にかかわらず職場や学校、地域でそれぞれの個性と能力が
発揮できる社会の実現を目指しましょう

【男女共同参画に関する相談窓口】

就
労

福岡県ママと女性の就業支援センター
☎５３３‐６６３７
【受付時間】　月～金・午前10時～午後６時
（祝日・年末年始を除く）

Ｄ
Ｖ

福岡県配偶者暴力相談支援センター
☎２０１‐２８２０
【受付時間】　月～金・午前８時30分～午
後5時15分（祝日・年末年始を除く）

男
女
差
別

北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」
☎５８３‐３６６３
【受付時間】　火～日・午前９時30分～午
後５時（祝日、毎月最終木曜日、年末年
始を除く）

そ
の
他

福岡県男女共同参画センター「あすばる」
☎〈０９２〉５８４‐１２６６
【受付時間】　火～日、月（祝日のみ）・午前９時
～午後4時 30分（８月13日～15日、12月
28日～１月４日を除く）、金（祝日を除く）の
み午後６時～８時30分も受け付け
※祝日以外の月（祝日の場合は翌日）は相談
　室は休み

　「家事や育児は、女性が中心になって担うもの」そのようなイ
メージが、まだどこかに残っていないでしょうか。現在、共働
き世帯が増え生活スタイルが多様化する中で、家事や育児をパ
ートナーや家族で分かち合う「共家事・共育て」が注目されて
います。
　「共家事・共育て」とは、家庭内でパートナー同士が協力しあ
って、家事や子育てに取り組むことをいいます。内閣府の調査
によると、男性よりも女性は家事などをしている時間が 210 分
以上長く、家庭内での役割分担にはまだ偏りが見られます。
　例えば、「手伝うよ」という言葉は、やさしさのある言葉のよ
うに聞こえますが、どこか「主にやる人」と「サポートする人」
という関係が前提になっているとも言えます。これを「一緒にやろう」と言い換えるだ
けで、同じ家事や育児でも関わり方は大きく変わります。
　共家事・共育ては、負担を分け合うだけでなく、お互いの大変さや気持ちを理解する
きっかけにもなります。また、こどもにとっても、大人が協力し合う姿を見ることは、
将来の価値観を育む大切な経験になります。できることから少しずつ、家事・育児を見
直してみませんか。
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